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第８期 第３０回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和８年１月９日（金） ９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席委員（１８人） 

 

４．欠席委員（１人） 

   

５．議事録署名人の指名について（２人） 

 

６. 議案審議（９件） 

  議案第９６号 農地法第３条の許可申請について            （５件） 

  議案第９７号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について     （２件） 

  議案第９８号 農地利用集積等促進計画案への意見について       （２件）  

   

７. 農業委員会事務局職員（４人） 
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８．会議の概要 

○事務局長 

皆さん、おはようございます。ご起立ください。姿勢を正してください。一同、礼。

ご着席ください。総会に先立ちまして、委員の出席状況をご報告いたします。只今の委

員の出席は１９名中１８名です。７番 〇〇 〇〇 委員より欠席のご連絡をいただい

ております。出席委員が過半数に達しておりますので本会議が成立していることをご報

告いたします。なお、本日は〇〇推進委員が傍聴されています。それでは会長お願いし

ます。 

 

○議長（会長） 

  皆さん、おはようございます。新年おめでとうございます。新しい年を迎えましたが、

世界の情勢が混沌としています。アメリカはトランプ大統領のことがあり、世界の大国

であるロシアや中国の動向が、我々の地域農業にまで影響してくるというような時代に

なってまいりました。今年４月にですが、食料システム法案が施行されます。これは作

物の生産コストを明らかにして、生産者が価格交渉を行いやすくする国の考えです。来

年ですが、２７年には水田活用で水活といいますが交付金が大きく見直されます。それ

に向かい農水省でも作業が進んでいますが、これが 6 月には決定します。夏から秋にか

けて、政策も出てくると思います。水田活用の交付金は、今までは水田転作を中心に考

えてきておりましたが、今後は水田、畑作も対象にしていくような方向になりそうです。

国は構造転換ということで大きく予算を組んでいます。例えば日本競馬協会から 1,000

億円を予算に回すようなこともあります。ですから今日は後で地域計画の見直しについ

ても説明があるようですが、それぞれの地域で皆さんが中心になって何かを起こしてい

かなければ、大きな予算も取ってくれないですので、これから先１０年を見通して、次

の世代をどうするかを考えてほしいと思っております。 

それでは只今から令和８年の第３０回農業委員会を開会いたします。本日の議事録署

名人ですが、〇〇〇〇 委員、９番 〇〇〇〇 委員さん、よろしくお願いします。 

議案審議に入っていきます。本日は議案が９件あります。それでは議案第９６号農地

法第３条の許可申請について、５件を議題といたします。１番目の案件につきまして事

務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

議案第９６号、農地法第３条の許可申請について説明いたします。 

１番 譲渡人 神奈川県〇〇〇市〇〇町〇〇番 〇〇〇〇。譲受人 東温市〇〇〇〇番

地 〇〇〇〇。土地は、〇〇〇〇番、田、１，７４３㎡。同所同字〇〇〇〇番、畑、４

３㎡。計２筆の合計１，７８６㎡です。権利内容は贈与です。作付作物は水稲、野菜で

す。主な農機具の保有状況は、トラクター、田植え機、コンバイン、管理機です。労働

力は常時１人です。耕作面積は８，０８２㎡です。周辺農業経営への影響は特に支障な

しです。農地法３条第２項各号に該当しないため許可要件を全て満たしています。以上

です。 
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〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元の〇〇委員さんより確認結果の報告をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇氏と〇〇氏は兄弟でございます。〇〇氏は〇〇神社の宮司をされておりますが、

現在は神奈川県の方に住まれております。〇〇氏は地元に残っており、兄の〇〇氏が相

続された農地を管理しており、今回農地を贈与することになりました。地図の４ページ

をご覧ください。場所は〇〇神社の南側に申請地があります。年齢的にも〇〇氏が管理

していくようになります。今回の農地以外にも将来的にはさらに贈与される農地が出て

くるかもしれません。特に問題ないと思いますのでご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求め

ます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、２番目の案件につきまして事務局より説明

願います。 

 

○事務局 

２番 譲渡人 広島県〇〇市〇〇〇〇〇番 〇〇〇〇。譲受人 東温市〇〇〇〇番地 

〇〇〇〇。土地は、〇〇〇〇〇〇〇〇番 田 １，９６１㎡です。権利内容は売買です。

作付作物は水稲、野菜です。農具の保有状況はトラクター、田植機、コンバインです。

労働力は常時１名です。耕作面積は９，１５１.１６㎡です。周辺農業への影響は特に支

障ありません。農地法第３条第２項各号には該当しないため許可要件をすべて満たして

いると考えます。よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元が〇〇委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  説明します。地図は５ページです。この〇〇〇〇番地の隣に私が耕作している田があ

ります。〇〇氏との出会いですが、道路の北の田を〇〇氏が草刈をしていた時に、今回

の申請地の田が空いているので借りて作りませんか、と話をしました。その数日後に耕

作しても良いですと返事をいただきました。この田は農地バンクに登録されていますの

で、地権者と話をしてみてくださいと伝えました。当初は水利費だけでも支払ってくれ

ないかという話でした。その後、水利費の数年分で購入してくれないかという話になり

ました。また登記費用を〇〇氏が負担するということになり、話がまとまったようです。
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申請書に署名する関係で〇〇氏の自宅を伺ったところ、昨年コンバインやトラクターを

新たに購入されておりこれから土地を広げていきたいようです。今後も農業に期待でき

る方ですので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めま

す。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして３番目の件について事務局より説明願いま

す。 

 

〇事務局 

  ３番 譲渡人 松山市〇〇〇〇番 〇〇〇〇。譲受人 東温市〇〇〇〇〇番地 〇〇

〇〇。土地は、〇〇〇〇〇〇番 田 ７６７㎡、同所同字〇〇〇番 田 １００㎡、〇

〇〇〇〇〇番 畑 ２１７㎡、〇〇〇〇〇〇〇〇〇番 畑 ９３２㎡、〇〇〇〇〇〇〇

番 畑 ４８５㎡、計５筆で合計２，５０１㎡です。権利内容は贈与です。作付作物は

水稲、野菜です。主な農機具の保有状況は軽トラック、田植え機、コンバイン、トラク

ターです。労働力は常時２名で本人と父親です。耕作面積は５，４６４㎡です。周辺農

業経営への影響は特にありません。農地法第３条第２項各号の該当はないため許可要件

をすべて満たしています。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、担当は〇〇委員さんとなりますので確認結果の報告をお願い

します。 

 

○委員 〇〇委員 

  説明します。地図は６．７ページをご覧ください。６ページで〇〇と〇〇〇の境の旧

〇〇線と現〇〇線が交わる一角の３筆と、７ページの〇〇の山間の下側に陸上自衛隊の

演習所があります。旧〇〇線から小高い山になっているあたりの一角で畑のところで２

筆該当地です。譲渡人の〇〇氏と譲受人の〇〇氏は親族関係です。もともと遺産分けで

所有していた土地ですが、〇〇氏自身が高齢と体調不良で今後管理できないという事で、

〇〇〇〇氏のお父さんの〇〇〇〇氏に管理をお願いしたいとのことでした。贈与税の関

係で、ここ３年ほどで〇〇さんから〇〇氏へ贈与することで移譲しています。〇〇氏は

７０歳で高齢なので、名義は子供の〇〇氏にしているという事です。〇〇氏も土日や農

繁期には手伝いをされているということで、既存の農地も管理されており問題ないと思

います。ご審議お願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご
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ざいませんか。 

 

〇委員 〇〇委員 

 〇〇氏の自宅はどのあたりでしょうか。 

 

〇委員 〇〇委員 

  地図の６ページの〇〇〇番の上にお父さんの自宅があります。〇〇氏は同居となって

います。 

 

〇議長（会長） 

他にありませんか。ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手

を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして４番目の件について事務局より説明をお願

いします。 

 

〇事務局 

 ４番 貸付人 東温市〇〇〇〇〇〇番地 〇〇〇〇。借受人 東温市〇〇〇〇番地 

〇〇〇〇。土地は、〇〇〇〇〇〇番 田 ８９９㎡、〇〇〇〇〇〇番 田 ３２８㎡、

計２筆で合計１，２２７㎡です。 

なお〇〇氏は東温市で新規就農者となりますので別紙１をご覧ください。農地法第３

条第１項許可申請に係る要件確認書に関しまして、譲受人 〇〇〇〇 権利内容は賃借

権設定の新規就農です。農地法３条第２項該当の有無に関して、第１号全部効率利用要

件ですが、農業に関心を持ち、会社員との兼業で農業を始めたいと思われて、自宅にも

近い今回の申請地を選択されました。農機具は知人から借りる予定です。農業の知識は

地域の農家から取得していくとのことです。将来的にはユーカリ以外の作物も育ててい

き規模の拡大も考えているとのことです。第２号農地所有適格法人要件ですが法人によ

る取得ではございません。第３号信託の引き受けの禁止は該当なしです。第４号農作業

常時従事要件ですが本人１名が従事されます。第５号転貸するものではありません。第

６号地域との調和要件ですが、農道・水路などの共同利用施設の管理取り決めを遵守す

るとともに、農業の維持・発展に関する地域の話し合いに積極的に参加する。 

以上のことから農地法第３条第２項各号いずれにも該当しないため、許可要件はすべ

て満たしているため許可相当と考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては私の担当範囲ですので確認結果の報告をいたします。〇〇氏は

〇〇〇〇に住まれています。場所ですが、地図は８ページの〇〇というところです。こ

の地域は耕作放棄地が増えていました。ここ最近は移住者が２戸入ってきています。機

械などは我々の集落営農の方ですべて貸し出す予定です。３条で１０年間の契約で様子

を見ようという事になります。年齢的に２８歳でこれから十分やっていけるかなと思い
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ます。里芋にも関心があり、試験栽培をさせております。我々の地域では許可できたら

と思いますが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ございませんか。 

 

〇委員 〇〇委員 

  ユーカリは本人が希望されて申請されたのですか。 

 

〇議長（会長） 

  ユーカリと里芋が希望でしたが、現地は水が少ない土地でして里芋には向いていない

ということで、まずはユーカリを植えてみようという事になりました。近辺で２０００

㎡ほどユーカリを育てている方がいます。その方の指導を受けたらと伝えています。里

芋は、今後農地の集約したうえで、ここでどうぞという土地をあてがえたらと思ってい

ます。新規就農でも兼業でやっていく方です。 

 

〇委員 〇〇委員 

  勤め先はどこですか。 

 

〇議長（会長） 

  〇〇です。他にありませんか。ないようでしたら採決をしたらと思います。承認され

る方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして５番目の件ですが、〇〇委員さん本人が関

わっているため、一度席を外していただけますか。それでは事務局より説明をお願いし

ます。 

 

〇事務局 

  ５番 譲渡人 伊予郡〇〇〇〇〇〇番地 〇〇〇〇。譲受人 東温市〇〇〇〇〇〇番

地 〇〇〇〇。土地は、〇〇〇〇〇〇〇番 田 ７５８㎡です。権利内容は売買です。

作付作物は水稲、野菜、シキミです。主な農機具の保有状況は田植え機、コンバイン、

トラクター、乾燥機、除草機です。労働力は常時２名で本人と妻、臨時で２名とのこと

です。耕作面積は３８，６２９㎡です。周辺農業経営への影響は特にありません。農地

法第３条第２項各号の該当はないため許可要件をすべて満たしています。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましても私が説明いたします。地図は９ページをご覧ください。 

 〇〇線から〇〇〇の方に入りまして、〇〇という地区ですが、今回の申請地は基盤整備

がされていました。そして〇〇委員さんの自宅が隣にございます。申請地では育苗をす

るとのことです。〇〇さんも熱心に農業されておりますし、新聞にも掲載されておりま

したが、経営を法人化されております。特に問題ないかなと思います。 

  皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ございませんか。ないようでし

たら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 
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（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。〇〇委員さんはご着席ください。続きまして議案第９

７号農業振興地域整備計画の変更に係る意見について議題とします。６番目の件につい

て事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局 

  議案第９７号農業振興地域整備計画の変更に係る意見について説明します。農用地区

域からの除外について６番 所有者申出者共に東温市〇〇〇〇〇〇番地 〇〇〇〇。土

地は〇〇〇〇〇〇番の一部 田 ９４４㎡の内１９４㎡。都市計画は市街化調整区域、

農地区分は農業用施設用地、転用目的は農業用倉庫です。開発許可と転用許可は不要で

す。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、担当は〇〇委員さんとなりますので確認結果の報告をお願い

します。 

 

〇委員 〇〇委員 

 地図の１０ページをご覧ください。〇〇〇〇氏の自宅の横の農地です。令和６年９月

の農業委員会で農業用倉庫許可済みの案件です。今回建物の床面積が９０㎡以上に増え

たので農振除外となり軽微変更から重要変更に手続きの変更をすることになりました。

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求め

ます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして用途区分変更に関して７番目の件について

事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局 

  用途区分変更ついて７番 所有者申出者共に松山市〇〇〇〇〇〇番地 〇〇〇〇。土

地は〇〇〇〇〇〇〇番の一部 田 １６４９㎡の内１９６㎡。都市計画は市街化調整区

域、農地区分は農用地区域内農地、転用目的は農業用施設用地で農業用倉庫です。開発

許可と転用許可は不要です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましても担当は〇〇委員さんとなりますので確認結果の報告をお願いし

ます。 
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〇委員 〇〇委員 

  地図の１１ページです。場所は〇〇〇〇の近くで、〇〇氏は〇〇〇〇の買収地にある

倉庫を、自分の土地である〇〇〇番に建て替えることになりました。〇〇氏は〇〇で１

町ほど米を作っています。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

 

〇委員 〇〇委員 

  場所は〇〇〇〇の用地の区画ですか。 

 

〇事務局 

  A 区画の〇〇〇〇用地の西側で B 区画の北側です。建設課が道路整備する道路の隣接

地に当たります。 

 

〇委員 〇〇委員 

  この方は〇〇で１町されているのですか。機械は〇〇にあるのですか。 

 

〇委員 〇〇委員 

  〇〇でも耕作しています。機械は〇〇〇に置いています。 

 

〇委員 〇〇委員 

  ６番と７番の案件の違いはどうでしたか。 

 

〇事務局 

  農業用倉庫を建てる際に農振農用地の場合は農振法と農地法の手続きが必要で、農地

法で２００㎡未満の敷地で自己転用の４条許可は不要とありますが、農振法は青地の場

合は整理しないといけないです。その場合に６番と７番で分かれます。建築面積が問題

になりまして、９０㎡未満は農振法上の開発は不要で、そこに抵触しないのであれば７

番の用途区分変更という軽微な変更となります。農業用施設用地の用途区分変更、農地

を農業用施設用地に農振法上の区分を変更する手続きになります。 

９０㎡を超える場合は農振法の開発許可を受けないといけない条項にかかってしまう

ので、それを避けるとなると除外をしないといけなくなります。〇〇氏は令和６年に７

番のような手続きをしていましたがその後、規模の拡大をしたいとなり９０㎡を超えて

しまったので除外の手続きが必要となりました。 

〇議長（会長） 

他にないですか。ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を

求めます。 

（   全員挙手   ） 
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全員挙手で、承認いたします。続きまして議案第９８号農用地利用集積等促進計画案

について事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

議案第９８号 農用地利用集積等促進計画案への意見について説明します。 

今回は１１月末までに申出書の提出があった案件について、機構からの同意が得られま

したので、「農用地利用集積等促進計画案」を作成し機構に提出する必要があります。提

出にあたり「農用地利用集積等促進計画」の素案を市が作成する際に農業委員会の意見

を求めることとされておりますので、今回議案としてあげさせていただきました。なお

今回２月１日開始分と４月２１日開始分の２件あります。まず「農用地利用集積等促進

計画案」の第７号の概要についてご説明いたします。表紙をめくってください。 

令和８年２月１日開始分です。申し出件数は８件、面積は１５，６５７㎡。所有者は

６名、耕作者は６名です。期間は、最低でも５年以上となっていることから、５年が７

件と１０年が１件となっております。米１０ａあたりの賃借料については、最高９，８

００円、最低９，８００円で、現物では、最高１７㎏、最低１３㎏となっております。

地目別は田が１５，６５７㎡です。２ページは期間別、地目別の面積等が記載しており

ます。３ページ以降は農地中間管理権設定一覧となっておりまして、左から所有者、耕

作者、土地の所在地等、契約期間、利用内容、賃料、地域計画農業を担う者一覧への記

載の有無を記載しております。 

続いて第８号の概要を説明いたします。４月２１日開始で１１月末受付分です。申し

出件数は４３件、面積は９８，３２０㎡。所有者は３５名、耕作者は２８名です。期間

は、最低でも５年以上となっていることから、５年が３４件と１０年が８件、２０年が

１件となっております。米１０ａあたりの賃借料については、最高１２，９００円、最

低２，０００円で、現物では、最高１０３㎏、最低１３㎏となっております。地目別は

田が９７，１９６㎡、畑が１，１２４㎡です。２ページは期間別、地目別の面積等が記

載しております。３ページ以降は農地中間管理権設定一覧となっておりまして、左から

所有者、耕作者、土地の所在地等、契約期間、利用内容、賃料、地域計画農業を担う者

一覧への記載の有無を記載しております。説明は以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件に関しまして、何かご意見ございませんか。 

 

〇委員 〇〇委員 

  昨年４月から利用権設定が変わったのですが、半年ほど経って昨年と比較して現時点

では利用権申出は減っていますか。減っているとすれば、その農地はどうなっているの

か。そのあたり何か分かるようなら教えていただきたい。 

 

〇事務局 

  受付をしている感覚では相続していない案件もありますが、比較的申請していただい

ているような感じがします。以前の利用権と同じ件数かというと多少少ないようには思
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いますが、件数はそれほど変わらないのではないかと思っています。 

 

〇委員 〇〇委員 

  手続き自体はそれほど難しくはないということですね。 

 

〇事務局  

  書き方が分かりにくいとの意見もありますが、窓口にて書き方をお伝えして対応して

おります。 

 

〇委員 〇〇委員 

  〇〇〇〇さんは賃料が高いと思いましたが、水田で利用されていますか。 

 

〇事務局 

  〇〇〇〇さんは以前からこの賃料設定で、主にハウスでの栽培が多いです。 

 

〇議長（会長） 

他にありませんか。ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手

を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。本日の議案審議については、９件、これで全て終了し

ました。次回の農業委員会は令和８年２月６日となっております。以上で第３０回農業

委員会を閉会いたします。熱心なご審議ありがとうございました。 

 


